
□ 第 回

■ 29 第 1 回

■ 29 第 1 回

29 年 5 月 11 日 （ 木 ） 午 前 10 時 0 分 ～ 午 前 11 時 30 分

②　条例議決後の規則改正は各施設所管課の対応か。決裁の取りまとめは行うのか。
　⇒事務作業は各所管課の対応となるが、副市長・市長への決裁は取りまとめたい。

③　定期的企業使用について、規則に規定する「算定基準」とはどのようか。
　⇒現在２年目となる試行（低使用時間帯の有効活用）では、施設のフルコスト（公共
施設概要調査による管理運営費＋減価償却費）を面積割しているが、この基準を規定す
ることを想定している。

④　定期的企業使用は契約に近い考え方のようだが、申請手続などはどのようか。利用
者に負担にならない方が良い。また、「使用料」ではない表記も考えた方が良い。
　⇒きちんと内容の審査を経る形になるので、様式も別に定めていく必要があるが、利
用者の負担増にならないよう配慮したい。また、手続は、担当課との直接のやり取りに
なるので、現場の窓口の手を煩わせることはないと考えている。
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⑤　新規に有料化する施設の券売機設置のための予算について
　⇒補正予算を組む場合でも条例案の議決後になり、それでは準備が間に合わない場合
には、当面は現金処理ということも想定している。券売機の経費や利用件数の見込みな
どを勘案して対応を検討していただきたい。
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①　前回のＰＴで「70歳以上の共用利用を無料化」について、その根拠などについて意
見が出ていたが、整理はどのようか。現場でも「なぜ70歳なのか」という質問に答えら
れるような理由付けをすべき。
　⇒すでに「70歳」を基準に使用料設定を行うおおね公園温水プール（都市公園条例）
との整合や利用者割合（財政運営上の影響）を勘案しているが、理由付けについては、
さらに検討したい。
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２　附属設備・貸出物品について
①　前回ＰＴ・ＷＧでも議題としたが、貸出物品については、将来の更新や修繕のタイ
ミングで利用料の設定を行う。したがって、条例議決後に作業していく規則改正におい
ても、その時点で料金設定を行うものはないと考えている。さまざまな意見があると思
うので、利用料設定の方法などは今後時間をかけて検討していきたい。

②　健康器具など、それが施設を利用するきっかけとなっていたり、その物品が自由に
使用できるから施設を使用するという場合もある。どのように利用料を設定していくの
か理念があればよいと思う。
　⇒線引きは非常に難しいことは承知している。

⑦　「はだのっ子応援券（仮称）」について、この制度の立案の経緯はどのようか。
　⇒子育て支援策の一環として方針にも記載していたもの。当初は減免基準の１項目に
する案もあったが、地域貢献券と同様に、補助に近い形の運用としたい。交付施設のみ
での運用とし、すでに他規定による減免や応援券による減額が行われた場合には交付し
ない等、濫用を防ぐ仕組みは設けたいと考えている。

⑥　減免の基準（案）について、例えば、小・中学校の取扱いが施設間で異なる（50％
減額と100％免除）等の課題に対応できていないところがある。また、減免の適用に疑義
が生じた場合、全庁的な調整を図るような仕組みは考えているのか。
　⇒すべての事例を統一して規定できれば良いが、施設の特殊性などから統一が図れな
かったり、規定の解釈論になる面も出てくる。今後、規則の制定作業のみならず、運用
開始後もこのＷＧは継続していくので、疑義が生じた事例などを共有していきたい。

備考

⑧　施設の運営委員会等への情報提供はどのようか。
　⇒昨年の秋に各団体から頂いた意見については、一覧にして団体へフィードバックし
ていただいた。それらの意見も勘案したうえで策定した改定案を現在掲示していただい
ていると思うが、減免の基準など、今後、規則で規定していく内容については、必要で
あれば各施設で対応していただきたい。


